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表２－９　DMAの道路延長

道路延長（km）

200

110

152

2,560

3,002

道路種別

1級道路（主要幹線道路）

2級道路（幹線道路）

集散道路

区画道路

合　計

割　合（％）

6.7

3.7

5.1

84.5

100.0

車線数

3（片側）

2（標準）

2（細）

1

-

出典：BCLレポート　Table 3.1

2）道路施設

①　道路舗装

　　DMA 内のほとんどの道路はアスファルト舗装である。

②　歩　道

　　DCC内の幹線道路では歩道が設置されている箇所もあるものの、延長は400kmしか

ない。また歩道のうち、約40％が屋台や駐車車両、廃棄物やがれき等で違法に占拠さ

れており、市民の多くは車道の歩行を強いられている。

③　フライオーバー

　　New Airport Road上にMohakhali フライオーバーが、Kamlapur Road上にKhilgaon

フライオーバーが供用されており、交差点付近の混雑解消に寄与している。また

Gulistan-Jatrabari フライオーバーが建設予定である。

④　交差点

　　幹線道路同士の交差部分では、信号機付き3～ 4叉路平面交差点が多いが、ラウン

ダバウト交差点も見られる。幹線道路同士以外の交差部分では無信号平面交差点がほ

とんどである。信号機が設置されている交差点でも信号機が稼働していない場合も多

く、又運転者の交通マナーが悪いため、多くの交差点で警察官による交通整理が行わ

れている。

3）交通量

①　スクリーンライン交通量

　　STP調査で実施されたスクリーンライン調査結果によると、ピーク時に東西断面を

通過するダッカの南北方向を結ぶ交通のうち、最も多い車両はリキシャで85万台 /h、

次いで乗用車・バイクが31万台/h、 オートリキシャの25万台 /h、バスの21万台/hの

順であった。同様に南北断面を通過するダッカの東西方向を結ぶ交通でも、リキシャ

が38万台 /hと最も多く、次いで乗用車・バイクが23万台 /h, オートリキシャの19万

台 /h の順であった（表２－７）。

　　公共交通と一般交通の比率をみると、東西断面通過交通では8：2、南北断面通過交

通では 7：3 となっており、公共交通の割合が高い。

　　またエンジン有無の比率をみると、東西断面通過交通では5：5と半々であるのに対

し、東西断面通過交通では 6:4 とエンジン付き車両の通行が多い。

　　エンジン付き車両の公共交通と一般交通の割合をみると、東西・南北断面とも6：4

となっており、DMA内では公共交通車両の通行が多く、乗用車・バイク・トラックの
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通行はいまだ少ない。

出典：STP Working Paper No:7 3.4 Survey Results: Screen linesより作成

表２－ 10　スクリーンライン通過交通の割合

一般交通

364,498

39%

51%

252,322

40%

61%

公共交通

853,550

96%

387,015

95%

公共交通

568,822

61%

376,252

60%

東西

断面

南北

断面

一般交通

37,013

4%

49%

19,904

5%

39%

合　計

890,563

100%

406,919

100%

エンジン付き エンジンなし

公共交通

1,422,372

78%

763,267

74%

一般交通

401,511

22%

100%

272,276

26%

合　計

1,823,883

100%

1,035,493

100%

100%

合　　計

合　計

933,320

100%

628,574

100%

②　歩道交通

　　STP 調査で実施されたスクリーンライン調査によると、ダッカ旧市街地では 1 日

3 万～ 5 万人、ピーク時では最大 5,000 人もの歩行者数が、又他地域では 1 日 1 万～

2 万人、ピーク時では 1,000 ～ 3,000 人の歩行者数が観測された。

③　渋　滞

　　DMA内の道路では至る所で渋滞がみられ、市民の社会生活に悪影響を与えている。

　　渋滞は交通量が多い道路で、特に以下に示す交通容量が減少する地点で多く発生し

ている。

●交通容量の減少に伴う渋滞

・交差点・踏切の手前

・駐車スペースがなく、駐車車両がある地点

 （公共交通が客待ちをしている所、一般車が駐車している所）

・エンジンなし車両（リキシャ・リヤカー等）が多く走る道路

・右折待ち・U ターン待ちの車両が停車している道路

・歩道がない（ふさがれている）ところで歩行者数が多い道路

●交通流の攪乱に伴う渋滞

・フライオーバーの合流地点

・信号無視・無理な横断、逆行をする車両による攪乱

　　代表的な渋滞箇所は以下のとおりである。

● Kamal Ataturk ～ Gulistan 間

● Progati Sarani ～ Rampura ～ Malibagh ～ Gulistan 間

● Progati Sarani ～ Kamalapur ～ Saidabad 間

● Mogbazar ～ Malibagh 間

● Mirpur road ～ Newmarket ～ Azimpur
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3　後述の（7）自然排水システムの掲載した各河川の水位グラフを参照。

・リキシャの通行規制（8本の幹線道路が規制対象に選択、そのうち2路線で実施済み）

・トラックの時間通行規制（平日 7 ～ 20 時まで、DCC 内を移動できない）

（2）自動車交通の問題点と課題

1）問題点

 　　DMA 内の1、2 級道路は人口 1,070 万人に対し、310km しかなく、不足している。特に

東西方向を結ぶ道路は少ない。

・ダッカ市内では歩道が不足している。また歩道が不法占拠により通行できない区間が

40％もある。

・DMA 内では、至る所で渋滞が発生している

・交通事故件数は増加傾向にある。

2）課　題

・現在エンジン付き車両のうち、公共交通の割合は60％と高く、ダッカ市民にとって公

共交通が主要な足となっている。このため、一般車両が増えて交通問題がこれ以上悪

化しないよう、早期に公共交通優先政策を実施すべきである。

・渋滞の多くは、交差点改良や信号制御の改善等の渋滞対策を行うことで、かなり解消

されると考えられ、早期に渋滞対策を実施すべきである。

・リキシャ等エンジンなしの車両は、一般車両とは分離すべきである。特に幹線道路か

らは段階的に排除すべきである。

・運転者のマナーが悪いために渋滞が発生している。このため交通規制の強化、交通遵

守の徹底、交通マナーの教育が必要である。

・東西方向を結ぶ道路を初めとする道路整備が今後は必要である。

２－１－７　自然条件の基礎情報

（1）DMDPA の状況

　　ダッカ市（DMA）とダッカ首都圏（RAJUK）を包括するDMDPAは、Bangshi川、Dhaleswari

川及びMeghna川の3大国際河川の極めて低平な河口デルタに発達し、その標高は3.0～13.0m

である。これらの支脈川であるBuriganga川、Sitalakhaya川等がデルタの中心部を蛇行して

流れている。DMDPA周辺の河川は、ヒマラヤ山脈の雪解け水と主にインドに降った大量の

降雨の影響を受け、例年 7 月中旬と 9 月中旬には水位が 6m から 8m まで上昇し、Jumuna 川

では水位が 11m 近くまで達する3。

（2）問　題

　　DMDPAは、上述の過酷な自然条件と平坦地域の都市化と無秩序な開発で雨水貯留能力が

乏しく、資産の集中や貧弱な雨水排水施設能力等の経済・社会条件から、既成市街地の一部

や都市開発地域、市内の幹線道路では、冠水地区が多発して交通システム障害の原因とも

なっている。

　　DMAはサイクロンによる大雨と市内の洪水の発生があり、表２－11にみられるように数





























－ 49 －

　　DMA の地下水は、涵養量を超える水量が揚水されて水位低下を起こしており、1996 年で

は水位が -26.6m と報告されており、2003 年度には -46.24 ｍと 1996 年の倍近く低下してい

る。このため、DWASAでは地盤沈下対策を含め市周辺の地域に対して上水道サービスの整

備が進められている。

（9）大　気

　　ダッカ市内の大気質については連続モニタリングや定期的な測定は実施されていない。近

年の測定結果としてはフライオーバー建設プロジェクトの調査段階で実施された大気汚染調

査のデータが有効である。表２－ 22 に 2005 年に測定された大気質を示す。

　　粒子状浮遊物質はすべての測定値で環境基準を大幅に上まわっていた。発生源についての

明確な分析は行われていないが、その大部分はディーゼルエンジンをはじめとする車両排気

ガスによると考えられる。また、一部の硫黄酸化物でも環境基準が満たされていない。これ

は煉瓦工場等で燃焼される石炭に由来するものと思われる。

表２－ 22　ダッカ市内の大気

硫　黄

酸化物

（SOx）

96.04

89.24

108.81

110.41

118.9

98.92

124.48

114.08

86.60

76.46

100

測定

時間

23.43

24.45

22.55

22.40

23.75

26.44

22.61

21.00

24.20

21.23

測定日

14-16

March 2005

9-10

April 2005

14-15

March 2005

9-10

April 2005

06-07

March 2005

10-11

April 2005

06-07

March 2005

10-11

April 2005

15-16

March 2005

11-12

April 2005

測定場所

Tejgaon , Near Wega

Fashion Ltd.

Sampling point -1

Moghbazar More, near

Three Star Hotel,

Sampling  point -2

Mouchak, near Fortune

Shopping Mall,

Sampling point -3

Malibag More, near

Meradona Hotel,

Sampling point -4

Malibag Rail Crossing,

near Sohag Paribahan,

Sampling point -5

粒子状

浮遊物質

（SPM）

838.58

643.54

1123.81

828.71

1788.03

798.53

1032.17

627.85

834.91

581.46

400

窒　素

酸化物

（NOx）

50.45

47.54

70.71

74.89

62.37

56.34

79.78

71.20

54.52

44.45

100

出典：Lab-Analysis was done in laboratory of Department of Environment, March 2005

一酸化

炭　素

（CO）

2,925.00

2,835.0

3,510.0

3,320.0

4,680.0

4,280.0

4,914.0

4,114.0

3,510.0

3,010

5,000

測定値（μgm/m3）

環境基準（商業地域）
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表２－ 23　バングラデシュの国立公園及び野生生物保護区

（10）湿地帯の動植物

　　DMA 西部の Turag 川、南部の Buriganga 川、ダッカの東部の Balu 川の大部分は、湿地帯

でサイクロン発生時期は、自然貯留池の役目を果たす。そのために生物相は豊かで、水稲栽

培も盛んであった。現在は、民間の土地開発企業により浚渫工事による埋立が行われてい

る。

　　西部のTurag川の湿地帯では野生の動植物は減少しており、わずかに残された生物は市民

によって飼育されているものだけである。また、樹木と植物類、小鳥類は南部の Buriganga

川で多少見られるが、総じて生物多様性の見地からは減少傾向にあると考える。

　　Turag 川は、先に述べたようにDMA のほとどの表流水、家庭や工場からの排水と Lake か

ら流水で、この湿地帯の水生動植物は死滅の傾向にある。

（11）保護区

　　バングラデシュ国内には 16 の国立公園（National Park）及び野生生物保護区（Wild Life

Sanctuaries）が存在する。このなかで STP の対象地域内にあるのは Bhawal National Park だ

けである。Bhawal National Parkはダッカ市内から約40km北部に位置する森林地帯である。

また、ダッカ市内には National Botanical Garden（84.21 ha）と Baldha Garden Dhaka（1.37

ha）の 2 つの植物園がある。

場　所

Gazipur

Tangail/Mymensingh

Dinajpur

Cox’ Bazar

Moulavibazar

Chittagong Hill Tracts

Noakhali

Cox’ s Bazar

Hobigonj

Hobigonj

Bhola

Bagerhat

Satkhira

Khulna

Chittagong Hill Tracts

Chittagong

名　前

Bhawal National Park

Modhupur National Park

Ramsagar National Park

Himchari National Park

Lawachara National Park

Kaptai National Park

Nijhum Dweep National Park

Medha Kassapia Natioal Park

Satchari Natioal Park

Rema-Kelenga Wildlife

Sanctuary

Char Kukri-Mukri Wildlife

Sanctuary

Sundarban (East) Wildlife

Sanctuary

Sundarban (West) Wildlife

Sanctuary

Sundarban (South) Wildlife

Sanctuary

Pablakhali Wildlife Sanctuary

Chunati Wildlife Sanctuary

面積（ha）

5,022

8,436

27.75

1,729

1,250

5,464

16352.23

395.92

242.91

1795.54

40

31226.94

71502.10

36970.45

42087

7761

出典：Forest Department

設立年

1974/1982

1962/1982

2001

1980

1996

1999

2001

2004

2005

1996

1981

1960/1996

1996

1996

1962/1983

1986

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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　　市内の点在する巨大市場や地下商店街では、独自に自家発電施設を設けて、照明装置、空

調装置などの電力需要を賄っているものもある。したがって、Metro等の電力利用の新都市

交通システムでは、独自の送電と配電設備の検討が必要である。

（15）ダッカ市の教育事情

　　バングラデシュの教育システムは初等、中等及び高等教育の3つのステージに別れる。初

等教育や中等教育施設は政府系、登録された非政府系、非登録・非政府系、マサドラ、NGO

系の 5 種に分類され、就学率は初等教育 1 ～ 5 級が 83％、6 ～ 8 級が 55.7％、9 ～ 10 級が

40.6％である。

　　DMAの都市交通状況を説明するには、学校教育の現状を理解する必要がある。DMAはス

ラム地域での通学の不便さ、教育施設の貧弱さ等を無視すれば、学校がない地区はないとさ

れている。

　　朝夕の通学時はリキシャ利用の児童、リキシャを改良したスクールバス利用の児童、父兄

が乗用車で送迎する児童が至る所でみられる。このため、往復時間帯は学校周辺の道路で違

法駐車の車両で交通渋滞が日々繰り返されている。したがって、通学時の児童の交通マナー

や児童の安全対策など、住民を巻き込んだ総合的な安全対策が必要と考える。

表２－ 25　DMAの教育施設の実態（2005 年度）

学校の種類

Government Primary Schools

Non-Government Resisted Primary School

High School attached Primary Schools

Non-Resisted Primary School

Satellite Schools

Ebtadayee Madrasahs

High Madrasah attached Ebtadayee Madrasahs

GKG Schools provide Primary Schools

NGO Schools provide Primary Schools

High Schools

High Madrasahs

Collages

Junior High School

High Schools　attached Colleges

合　計

校　　数

262

29

124

5

5

54

43

215

8

160

2

111

15

30

1,063

出典：LGED,2005 though Dhaka Now Contemporary Urban Development 2006

（16）廃棄物処理の現状

　　DCC は、2003 年 5 月にダッカ市の実質的な衛生環境の改善を図り、住民生活の質の向上

を目的として、JICA は以下の事業を実施している。

①　2015 年を目標としたダッカ市廃棄物管理マスタープランを策定
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（18）用地測量について

1）地形測量図（Geological Map Data）

　　2004年にわが国の開発調査案件による「ダッカ首都圏地域地図情報整備計画調査」で、

縮尺5,000分の1の基本地形図（範囲 581km2）を作製した。首都圏の大縮尺地図の作成に

より、都市計画の効率的策定、開発事業の促進に期待されている。

　　この基本地形図は測量局（SOB）が管理し、ハードコピー、PDFファイル、ArcGISフォー

マットでバングラデシュの企業に販売されている。将来的にはGIS地図データとして関係

機関や民間企業と連携し、情報の共有化が図られる予定である。

2）用地測量図（Cadastral Map）

　　用地に関する測量等や地籍測量図は、SOB では取り扱ってない。

　　測量局測量課（DLRS）が所有し、District の副区長である Deputy Commissar（DC）の

責任で管理されている。

（19）STP と自然条件について

　　STPの提案する新都市交通システムはわが国の高度な鉄建道技術を利用すれば、過酷な自

然条件を克服でき、基礎地盤対策や冠水対策を行うことで地下鉄道や高架鉄道事業が達成可

能であると考える。

　　一方、地下鉄の場合は開口部における雨水の遮水堤、構内の排水対策、停電対策、災害時

の緊急避難対策等の施設建設費などの自然条件に対する初期投資は他の交通システムより大

規模になる。投資効果を考えた場合、住民生活、地域経済、災害、環境、地域社会など地域

の社会全体への影響を配慮して施設の規模と形状、設置場所、維持管理体制と維持管理費用

を総合的に検討した事業計画が求められる。

２－１－８　土地利用の基礎情報

（1）ダッカ市の発展

　　ダッカは 17 世紀にムガール帝国の統治下でベンガル州の州都となり、その後都市として

繁栄を続けていった。最初の都市部はブリガンガー川沿いの海抜 4 ～ 5 ｍの低地に形成さ

れ、低地や湿地の埋め立てが進められ徐々に北部、東部へ拡大していった。

　　最初の近代的な都市計画は 1959 年に Dhaka Improvement Trust（現 RAJUK の前身）によ

り作成された 1960 ～ 1980 年を対象とするマスタープランで、この計画に基づき 1960 年代

には幹線道路や北部や西部に新たな住宅地、商業地区、工業地区が整備されていった。1971

年の独立後から 1980 年代初めにかけて経済的な混乱から都市整備が人口の増加に追いつか

ず、南部を中心に人や建物が過密状態になっていった。1980年代半ばに入ると海外居住者か

らの送金や衣服産業の発展が主として市中央部の住宅建設を加速させた。1980年代からの25

年間で投資家らにより約 10 万戸の近代的な住宅が建設されたといわれている。その一方で

単純労働者として多くの人々が流入し、市街地の周辺にスラム街が形成されていった。

　　近年では北西部の排水状態の改善された地域及び東部の低湿地を中心に埋立工事を伴う大

規模開発が行われている。こうした大規模埋め立てによる洪水調節機能の低下や水質汚濁な

どの環境問題が懸念されている。
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STP の内容を反映していない可能性が高い。DAP は 2008 年 6 月に完成予定である。

　　STPの調査対象地域は管轄する行政機関に合わせて4つ境界線が引かれ、首都圏内につい

ては上述のDMDPが作成されている。STPの調査対象地域全域を対象とした土地利用計画は

存在しない。各地区の概要を表２－27、位置関係を図２－23に示す。

表２－ 27　STP調査対象地域の行政管轄境界

面積

（km2）*

145

306

1,528

7,440

管轄機関

DCC

Dhaka

Metropolitan

Police

RAJUK

6 Districts

人口

（100万）*

6.7

10.7

12

19

* 出典：Bangladesh Consultants Ltd. (BCL)

備　考

中心市街地全域で90区から構成され

る。

DCC地区に軍が管理しているカント

ンメン地区、空港地区、東部の農村地

区を合わせた地区である。DMDP

UPAの対象地域である。

DMA を取り囲む地区で、DMA と

Narayanganj、Kadamrasul、Tongi 、

Gazipur、Savarの5市及び周辺の村落

部から構成されている。

Dhaka、Narayanganj、Gazipurの3 Dis-

trictにまたがり、DMDP DSPの対象地

域である。また、現在作成中のDAPの

対象地域でもある。

Dhaka、Narayangan j、Gaz ipu r、

Munshiganj、Narsinghdi、Manikganjの

6 District で、STPの対象地域である。

地区名

ダッカ市（DCC Area）

DMA

DMDPA（RAJUK）

GDA（STP Area）
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表２－ 28　収入別の人口と住宅の特徴（2004 年）

住宅形態

・政府による低所得者向

け住宅／仮設住宅

・企業の社宅

・長屋式の簡易住宅

・不法占拠者の簡易住宅

無計画住宅地の自由所有

権をもつ 2 階建て以上の

個人所有及び賃貸住宅

RAJUK により計画された

住宅地の借家権をもつ 2

～ 6階建ての賃貸住宅

計画住宅地域の長屋式の

公営住宅

自由所有権又は共同所有

権をもつ数階建て個人所

有及び賃貸住宅

無計画住宅地の一階建て

の個人住宅

計画住宅地の2、3階建て

個人所有及び賃貸マン

ション

計画住宅地の公営の 2 世

帯、3世帯住宅

個人所有及び賃貸の高級

住宅

%

25

15

20

20

10

7

3

人　口

（100万）

1.9

1.1

1.5

1.5

0.75

0.52

0.23

所得層

（1世帯当たりの月収）

（1USドル = 59.50 Tk）

貧困層（4,500Tk未満）

　極貧困層（2,500Tk以下）

　貧困層（2,500-4,500Tk）

中所得層（4,500-50,000Tk）

　中 -低所得層

　（4,500-10,000Tk）

　中 -中所得層

　（10,000-25,000Tk）

　中 -上所得層

　（25,000-50,000Tk）

高所得層（50,000Tk以上）

　高 - 低所得

　（50,000-100,000Tk）

　高 -高所得（100,000Tk 以上）

人　口

（100万）

4.8

6.6

0.6

%

40

55

5

主な分布地域

旧市街、旧市街地周辺、市

街地近郊

(Mirpur, Mohammadpur,

Tongi, Bashabo, Wari,

Mohakhali, Gandaria,

Chanpara, Keraniganj,

Kamrangir, Kalyanpur,

Kuril, Badda)

旧市街、旧市街地周辺、新

市街地、市街地近郊

（Dhanmondi, Uttara,

Mirpur, Shyamali,

Moghbazar, Ramna, Wari,a）

旧市街地周辺、新市街地

(Mohammadpur, Lalmatia,

Khilgaon, Shajahanpur)

旧市街地周辺

Ramna? Azimpur,

Motijheel, Dhaka Univer-

sity, BUET Campus

旧市街、旧市街地周辺

(Agargaon, Kallyanpur,

Mohalhali,  Kamlapur and

other locations )

旧市街

旧市街地周辺、新市街地

（Dhanmondi, Gulshan,

Baridahara, Banani, Uttara）

旧市街地周辺

(Ramna, She-Bangla Nagar)

旧市街地周辺、新市街地、

市街地近郊

DCC地区 DMDP範囲

出典：Bangladesh Consultants Ltd.、Islam 1985 ? 86, 2004 and 2006、Shafi and Payne 2007
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　　DMA内には地方からの出稼ぎ者をはじめとする多くの人々が不法に居住している。不法

居住者に関する公式な統計はないが、2004 年の時点で DCC 内に 250 万人、ダッカ都市圏内

に340万人の不法居住者が生活しているといわれている24。現在のダッカ市内には大規模な

不法居住者地区やスラム街は存在しないが、約 5,000 の小規模な不法居住者地区が確認さ

れ、それらは主に川沿いや湿地周辺、鉄道沿いなどに散在している。

（5）都市計画に関する法制度

　　バングラデシュには市街化区域や市街化調整区域を規定する都市計画法などはまだ整備さ

れていないが、ダッカ市については 2007 年に承認されたダッカ市建築構造法（Dhaka City

Building Construction Act, 2007）により建築物の構造や道路幅、駐車場、共有空間、防災対

策、水体の保護、開発計画の管理などが規定されている。建築物の構造については容積率や

道路からの距離、空港周辺など特定地域の高さ制限が示されている。ただし、日照権に関す

る記述はない。また、この法律では重要な道路や交差点の建設においてはDTCBの関与の必

要性が示されている。

（6）今後の課題

　　現在作成中の DMDPA を対象とした DAP では厳密な土地利用計画や人口配分計画が示さ

れる予定なので、DAP の内容を踏まえて STP をレビューする必要がある。DAP の成果は、

STP で提案されている各プロジェクトのプライオリティづけや道路の路線数、メトロの仕

様、BRT の輸送能力を検討するのに役立つと考えられる。

２－１－９　環境社会配慮に関する基礎情報

（1）環境行政・国家環境戦略

　　バングラデシュにおける国家レベルの環境行政機関は環境森林省（Ministry of Environment

and Forest）である。同省は環境局と森林局（Forest Department）に分かれており、森林局は

森林資源の管理と開発を、環境局（Department of Environment）は環境の保全と改善及びそ

れらの活動の調整や監督を管轄する。環境局の主要な機能・役割は次のとおりである。

・計画と開発（Planning & Development）

・情報センター（Documentation Centre）

・環境規制の施行と監督（Compliance & Enforcement）

・環境教育活動（Environmental Awareness）

・環境分析（Laboratory Analysis）

・環境適合証明及び環境影響評価（EIA）手続き（Environmental  Clearance and EIA

Processing）

　　バングラデシュの国家環境政策としては、「The Environmental Policy（1992）」がある。同

政策では次の項目を達成目標としてあげている。

・環境の保全と改善を通じた生態系のバランス保持と国土の健全な発展の維持

・自然災害からの国土の保護

24　Slums of Urban Bangladesh: Mapping and Census, 2005より。
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・環境の汚染・破壊を招く活動の検証と規制

・各セクターにおける環境的に健全な開発の確立

・あらゆる資源の健全で持続可能な利用の確立

・環境イニシアティブへの積極的な関与

　　「The Environmental Policy（1992）」では、これらの目標を達成させるため農業や工業、運

輸・通信、住宅・都市化、土地利用などの 15 セクターに関して環境面に配慮した活動内容

及び環境行動計画（Environmental Action Plan ）などが策定されている。運輸・通信セクター

に関する条項は次のとおり。

・環境汚染や資源の悪化を引き起こさない道路、鉄道、航空、内陸水運交通システムの確立

・関係プロジェクトを行う前の環境影響評価の実施

・環境汚染・健康障害を引き起こさない道路、鉄道、航空、内陸水運の利用方法の確立

・水質汚濁や地域的な環境汚染を引き起こす内陸港及び造船所における活動の管理

（2）環境関連法

1）環境基本法

　　バングラデシュの環境関連の基本法は、環境保全法（The Bangladesh Environmental

Conservation Act,1995）と環境保全規則（Environmental Conservation Rules, 1997）である。

　　環境保全法は 21 条からなり、①環境の保全、②開発と環境汚染を規制する権限、③環

境基準及び排出基準の策定、④ EIAと環境認可、⑤事業所等への立ち入り権限、⑥規則・

規制違反に対する罰則などを規定している。同法は、2000年に一部改正〔The Bangladesh

Environmental Conservation（Amendment）Act, 2000〕され、環境汚染の加害者に対する環

境裁判所（Environment Court）の設置などが追加されている。

　　環境保全規則は環境保全法に基づき、① 国家環境基準（大気、水質、産業排水・排出ガ

ス、騒音、車両排気ガスなど）の設定、②4つのカテゴリー区分による初期環境調査（IEE）/

EIAの実施による環境適合証明（Environmental Clearance Certificate）の必要性、③マング

ローブ、森林保護区、遺跡などの重要な地区の設定（Ecologically Critical Area）を規定し

ている。

　　環境保全法、環境保全規則は環境局のホームページ（h t t p : / / www . d o e - b d . o r g /

legalbase.html）からダウンロードできる。

2）EIA 制度

　　環境保全法の 12 条では産業活動や開発プロジェクト実施のためには環境局の環境適合

証明の取得の必要性が、20条ではEIAの審査や環境適合証明の手続きが明記されている。

また、環境保全規則では、環境影響の可能性があるプロジェクトの事業者にEIAレポート

の作成が義務づけられ、具体的な EIA の手順が示されている。

　　バングラデシュのEIA制度では、対象事業は緑色カテゴリー（Green Category）、オレン

ジ色カテゴリーA（Orange-A Category）、オレンジ色カテゴリーB（Orange-B Category）、

赤色カテゴリー（Red Category）の 4 つのカテゴリーに分類され、カテゴリーごとに認証

申請に必要な手続きが異なる。緑色カテゴリーは概要書の準備、オレンジ色カテゴリーA

は概要書と公害防止対策関連書類の準備だけでよく、環境社会配慮に係る調査は必要な

い。オレンジ色BカテゴリーではIEEの実施が、赤色カテゴリーでは、IEEとEIA又はEIA
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のみの実施が要求される。カテゴリーの分類方法は環境保全規則SCHEDULE-1に記述さ

れている。オレンジ色Bカテゴリーと赤色カテゴリーの運輸交通セクターにおける対象プ

ロジェクト及び認証に必要となる手続きは次のとおり。

・オレンジ色 B カテゴリー

対象プロジェクト：

　費用 100 万 Tk 以下土木工事

プロジェクト認証に必要な書類・調査など：

実行可能性調査結果、IEE、環境管理計画、立地先自治体政府の同意書、環境汚染

防止計画、プラント立地場所の変更プラン等、その他必要と思われる情報、立地場

所の適正証明と環境適合証明

・赤色カテゴリー

対象プロジェクト：

　費用 100 万 Tk を超える土木工事

　道路の建設、修復、拡張工事（地方道、国道、国際道路）

　橋梁の建設、修復、拡張工事（100m 以上）

プロジェクト認証に必要な書類・調査など：

プロジェクトの実行可能性調査結果、IEE 及び EIA、環境管理計画、立地先自治体

政府の同意書、環境汚染防止計画、プラント立地場所の変更プラン等、その他必要

と思われる情報、立地場所の適正証明と環境適合証明

　　バングラデシュでの EIA 制度は、次の 3 つの手順で実施される。

・スクリーニング：当該開発プロジェクトが環境適合証明を取得するために事業の内容、

規模、立地場所等の情報を基にカテゴリー分類し、必要な要件、①IEE/EIAは必要な

し、② IEE が必要、③ IEE/EIA が必要、を判断する。

・IEE：IEEでは入手できる情報や類似プロジェクトの事例等を基にプロジェクトにより

予想される環境への影響を概略予測・評価し、影響の軽減策などを検討する。IEEの

なかには未解決な問題の提示あるいは更に詳細なEIAが必要かどうかの根拠の提示が

含まれる。

・EIA：IEEの検討結果又はプロジェクトが潜在的に深刻な環境影響がある場合、EIAが

実施される。IEE・EIAの実施の責任主体はプロジェクトの事業者であり、実施のため

の予算等は事業者が負担する。EIA（IEEも含んで）の審査は環境局及びその地方事務

所が行う。住民参加・関与は、EIA手続きの主要な各段階で要求され、具体的な方法

としては、ラジオ・テレビ、新聞、公報、広告、サンプリング、世論調査、ロビイン

グ、公聴会、ヒアリング、情報公開、諮問委員会などが推奨されている。EIAの報告

書は原則的に公開であるが、英文しか作成されない場合が多い。

3）大気質に係る基準値

　　バングラデシュでは、環境保全規則（1997年）により大気環境基準、自動車排出ガス基

準が定められている。大気環境基準については参考までに日本の基準値を含めてそれらの

基準値を次に示す。環境基準についてはかなり厳しい基準値が設定されている。
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図２－ 29　バングラデシュの大気環境基準

二酸化硫黄

（SO2）
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100
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286（1h値）

114（24h値）

粒子状浮遊物質

（SPM）
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一酸化炭素

（CO）
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1,000
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出典：Environmental Conservation Rules, 1997
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図２－ 30　自動車排出ガス基準
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出典：Environmental Conservation Rules, 1997
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4）その他の関連法規

　　その他の主な環境関連の法規・規則は次のとおり。

・森林法（The Forest Act, 1927 as modified in 1973）

・野生生物保護令〔The Wildlife (Preservation) Order, 1973〕

・魚類保護法（The Protection and Conservation of Fish Act, 1950）

・魚類保護法令〔The Protection and Conservation of Fish (Amendment) Ordinance, 1982〕

・工場法･工場規則（The Factory Act, 1965; The Factory Rules, 1979）

・自動車規則（The Motor vehicle Rules, 1940 as modified up to 1983）

・バングラデシュ委員会規約（The Bangladesh Panel Code, 1860）

（3）住民移転の手続き及び問題点

　　バングラデシュの用地取得に係る法律は「固定資産の取得及び徴収に係る法令 II」（The

Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance II, 1982）で、政府による公共目

的の固定資産の取得及び徴収に関して適用される。この法律は、1948年のインドからの分離

独立の際に制定された「東ベンガル緊急資産徴収法令」（The East  Bengal  Emergency
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Requisition of Property Act）が 1982 年及び 1993 年に改正されたものであり、各国際協力機

関が非自発的住民移転の際に要求している基本方針と異なる内容が含まれている。「固定資

産の取得及び徴収に係る法令 II」は法務省（Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs）

のホームページ（http://www.minlaw.gov.bd/bdcode/index.php）で閲覧できる。

　　同令では取得の対象となる固定資産の公式な所有者はその喪失に対して補償を受ける資格

があり、補償対象は、①長期的な土地及び資産保有（作物、樹木、家屋、魚を含む）、②用

地取得によって受けた直接的損失である。県の副知事（Deputy Commissioner of Division、

ダッカにおいてはDistrict）が用地取得の責任者であり、補償額の評価などに対して最終判断

を下す。補償額は対象地区での過去 12 ヵ月の土地取引の評価額を考慮して決定される。強

制収用の場合は評価額に加えて50％増しの賠償金が上乗せされる。また、借地人の作物も補

償の対象である。

　　現バングラデシュの用地取得法と国際協力機関の住民移転の基本方針の大きく異なる点は

以下のとおりである。

・バングラデシュの法律では公式な土地の権利書をもたない住民や不法居住者は補償の対象

外であるのに対し、世界銀行や ADB の方針では公式な土地の権利書をもっていない居住

者でもプロジェクトが計画される前から居住していれば、その土地のなかで所有している

建物や農産物等については補償の対象である。

・バングラデシュの法律では移転前の収入や生計手段の喪失は補償の対象外としているが、

JICA や世界銀行、ADB の方針では移転以前と同レベルの生活補償が原則である。

・バングラデシュでは非自発的移転の及ぼす悪影響や移転の際の適切な支援はほとんど考慮

されていないが、JICAや世界銀行やADBの方針では大規模な住民移転の際は住民移転計

画の作成及び移転住民のモニタリングを要求している。

　　バングラデシュでは近年、非自発的住民移転や用地取得を伴う公共及び民間による開発・

整備プロジェクトが数多く実施されているが、そのなかには用地取得が進まずプロジェクト

が中断あるいは延期されているものも少なくない。用地取得上の主な課題として以下のこと

があげられる。

・特にダッカのような都市部では同じ土地区画（地籍番号）に複数の所有者がいることもあ

り、用地取得は土地所有者の特定から始めなければならない。

・上述したとおりバングラデシュの用地取得法の補償範囲が限られているため、対象住民が

補償に応じない。

・用地取得の実施主体は地方政府（Division あるいは District）であり、プロジェクトの実施

主体と異なる場合、最終責任の所在があいまいになる。

　　世界銀行や ADB のプロジェクトにおいては、各ドナーのガイドラインに従う形で用地取

得の手続きが行われている。例えば世界銀行のプロジェクトでは、バングラデシュ法に基づ

いた土地補償額の査定と世界銀行の方針に基づいた補償額の査定の 2 ステップの評価を行

い、最終的な補償額が決定されている。土地に対する補償額については世界銀行の査定のほ

うが安い場合があり、その際は世界銀行の補償額が採用される。しかしながら、こうした国

際標準的な用地取得の手続きを踏んでも一向に土地取得が進まないケースが特に多数の不法
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占拠者を対象とした場合に発生している。

　　ADBでは2004年より35万USドルの予算をかけてMinistry of Landに対して“Development

of a National Involuntary Resettlement Policy”の技術支援（Technical Assistance Special Fund）

を実施している。2007 年 12 月にフェーズ I は終了し、現在はフェーズ II が実施中である。

この技術支援では、対象移転住民が適切な補償と支援を得られるようにするため、現行の用

地取得法を補足する政策づくりが行われている。フェーズII終了時にはバングラデシュ版の

“National Involuntary Resettlement Policy”が完成する予定である。

（4）リキシャ規制の社会影響と緩和策

　　ダッカ市内で順次、進められている幹線道路のリキシャ規制に伴い以下のような社会影響

が表面化している。

・リキシャのワラの収入の減少

・利用者の移動コストの上昇

・利用者の移動時間の増加

・移動手段の徒歩への強制的な転換

・特に女性や子供、障害者など交通弱者への被害

　　2004 年の 12 月からリキシャ規制が行われた Mirpur Road について DTCB が行った調査に

よると、規制実施後では同道路の利用者の移動時間が平均で約 50％、移動コストが 10％増

加し、周辺で営業しているリキシャのワラの収入は 32％減少した。

　　リキシャのワラは地方からの出稼ぎ者が多く、収入の約40％は田舎に送金している。重労

働のうえに収入も少ないので、リキシャのワラの大部分は転職を希望している。リキシャの

ワラを辞めた際に希望する職業についてアンケートを行った結果、タクシーなどの運転手は

6％と少なく、36％が小商人、27％が帰郷して農業、23％が日雇い労働者と回答している。

こうした背景を受けて、DTCBは世界銀行から1,500 万USドルの資金援助を受け2007年よ

りリキシャのワラへの再就職支援プログラムを開始している。このプログラムでは、約4万

人を対象に政府系の基金（Palli Karma-Sahayak Foundation：PKSF）を通じての就労のための

マイクロクレジットや職業訓練を実施している。

（5）今後の課題

1）環境社会配慮調査

　　バングラデシュのEIA制度は工業分野の開発プロジェクトを主な対象としているため、

工場建設については種類や規模に応じて詳細にカテゴリー分類が示されているが、運輸交

通セクターのプロジェクトについては詳細なカテゴリー分類は示されていない。また、工

業セクターについては“EIA Guideline for Industries 1997”が存在するが、運輸交通セク

ターについての EIA ガイドラインは作成されていない。

　　現在の環境保全規則では大部分の交通セクタープロジェクトはオレンジ色Bカテゴリー

と赤色カテゴリーに分類される。STPで提案されている建設工事を伴うほとんどすべての

プロジェクトはEIAの実施が必要な赤色カテゴリーに属する。大規模な建設工事を伴わな

い交通マネージメントプロジェクトについては、社会的な影響が発生すると想定される

が、現在のEIA制度のなかではカテゴリー分類の対象外である。したがって、交通マネー
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